
小松島市情報通信関連事業立地促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は市内の産業振興及び雇用機会の拡大を図るため，市外に在住又は所在している情報通信

関連事業，クリエイティブ事業又はＳＯＨＯ事業を営んでいる個人事業者又は法人事業所の誘致のた

めに，その事業者が市内で事業所の開設等に要する経費及び新規地元雇用の創出に対する補助金を予

算の範囲内で交付するものとし，交付については，小松島市補助金等の交付に関する規則（昭和３７年

小松島市規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１） 情報関連通信事業 事業者の内，コールセンター又はデータセンターを営むものをいう。 

（２） クリエイティブ事業及びＳＯＨＯ事業 別表第１に掲げる事業をいう。 

（３） 個人事業者 市外に在住し，事業を営む者をいう。 

（４） 法人事業者 本社所在地が市外で，事業を営む者をいう。 

（５） 常用労働者 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定に基づく被保険者であ 

り，期間の定めのない労働契約を締結し，１週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同

等（３０時間以上）であること。 

（６） 新設 本市に事業所を有しない事業者が本市に事業所を設置すること。 

（７） 新規地元雇用者 採用日の前日までに住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。）の規定に 

より本市に登録し，かつ生活の本拠を本市に有する者を，事業所の常用労働者及び週３０時間以上勤

務する契約社員又はパート社員として，新たに雇用し，当該事業所（資本系列関係にある企業を含

む。）の市内雇用者数の増加につながるものをいう。（奨励指定日以降市内に移転し，住民基本台帳法

の規定により本市に登録した者を含む。） 

（８） 本社機能移転 市外の企業が有する本社機能（企業活動を統括し，経営方針や事務管理の中枢 

としての意思決定を行う機能をいう。）有する事業所または研究所，もしくは研修所であって重要な 

役割を担う事業所の全部又は一部を市内に移転すること。 

（補助金交付対象事業者） 

第３条 この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けることができる者は，事業所を新設し，次に掲げ

る全ての要件を満たすことが見込まれる事業所であって，市長が指定する事業所とする。 

（１） 補助金交付申請時に市外にて，情報通信関連事業，クリエイティブ事業又はＳＯＨＯ事業を営 

んでいる，又は営んでいた個人事業者又は法人事業者であること。 

（２） 個人事業者については，過去３年間の平均年間所得が６００万円以上であったか，又は６００ 

万円以上の年間所得が見込まれること。 

（３） 個人事業者については，市内に移住（住民票の移動が伴う）し，継続して５年以上在住すると 

ともに，従前の事業活動を行うこと。 

（４） 法人事業者については，市内の事業所で，従前の事業活動を継続して５年以上行うこと。 

（５） 事業開始から５年以内に新規地元雇用者を，情報通信関連事業にあっては５名以上，クリエイ 

ティブ事業及びＳＯＨＯ事業及び本社機能移転事業にあっては１名以上雇用すること。 



（補助対象経費等） 

第４条 第１条の補助事業の種類，補助対象経費，補助金の額，限度額及びその対象期間は次の表に掲げ

るとおりとする。 

補助事業の種類 補助対象経費 補助金の額 限度額 対象期間 

施

設

整

備

等

奨

励

事

業 

※

１ 

改修費補助 改装に伴う内装及び外

装工事費（店舗兼住宅

の場合は事業所部分の

改装費に限る。）及び改

装の際に設計した場合

の経費 

補助対象経費に１／２を

乗じた額から千円未満の

端数を切り捨てた額。 

（事業所の開設に係る国

又は県の他の補助金を受

けている場合にあっては

投下資産の３０％） 

２００万円

以内 

 

１事業所物件

につき開設時

１回限り 

賃借料補助 事業所等の不動産資産

（土地及び建物）の賃

借料 

補助対象経費に１／２を

乗じた額から千円未満の

端数を切り捨てた額。（た

だし，共益費は除く。） 

（事業所の開設に係る国

又は県の他の補助金を受

けている場合にあっては

対象外とする。） 

年間３０万

円以内 

 

事業開始から

３年間 

新規地元雇用奨

励事業 

新規地元雇用者を雇用

するために必要な賃

金，手当等の経費 

新規地元雇用者の増加に

応じて，常用労働者にあ

っては 1 人当たり４０万

円を乗じた額，週３０時

間以上勤務する契約社員

又はパート社員にあって

は１人当たり２０万円を

乗じた額。 

（ただし，２年目以降は

純増員※２に限る。） 

総額２００

０万円以内 

事業開始から

５年以内 

 

備考  

※１施設整備等奨励事業においては，補助金の申請時にいずれかを選択するものとする。 

※２純増員とは，新たに補助金を受けようとする新規地元雇用者の数に既に新規地元雇用者として補助金を受けた従業

員で引き続き雇用されている従業員の数を加えた数から，既に新規地元雇用者として補助金を受けた従業員の総数を常

用労働者及び週３０時間以上勤務する契約社員又はパート社員それぞれの区分に応じ差し引いた数とする。 

（奨励指定の申請） 

第５条 第３条の指定を受けようとする者は，奨励事業所指定申請書（様式第１号）に関係書類を添え

て，当該事業所の新設に着手する３０日前までに市長に提出しなければならない。 

（奨励指定事業所の指定） 



第６条 市長は，前条の規定による申請を受理したときは，その内容を審査し，奨励指定の可否を決定す

るものとする。 

２ 前項の決定をしたときは，その内容を奨励指定事業所決定通知書（様式第３号）により指定申請者に

通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 前条の奨励指定事業所の指定を受けた企業（以下「奨励指定者」という。）が当該補助金の交

付を申請しようとするときは，補助金交付申請書（様式第４号）にそれぞれの区分に応じ，別表第２

に示す関係書類を添えて，市長に提出しなければならない。なお，第５条における奨励指定申請及び

補助金の交付申請は同時に行うことができるものとし，重複するものは一部省略することができるも

のとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 （交付の決定） 

第８条 市長は，前条の規定による申請を受理したときは，当該申請に係る書類等を審査の上，補助金の 

交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は，補助金の交付の可否を決定したときは，速やかにその内容を補助金交付決定通知書（様式第

５号）により，申請者に対して通知するものとする。 

（操業開始の届出） 

第９条 奨励指定者は，奨励指定事業所が操業を開始したときは，操業開始届出書（様式第６号）を市長

に提出しなければならない。 

（操業の廃止又は休止の届出） 

第１０条 奨励指定者は，奨励指定事業所の操業を廃止し，又は休止したときは，速やかに操業廃止（休

止）届出書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第１１条  第８条の規定により補助金の交付決定を受けた奨励指定者は，補助金実績報告書（様式第８

号）を別表第３に掲げる区分に応じた提出時期にそれぞれ関係書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は，前条の補助金実績報告書を受理したときは，その内容を審査し，補助金交付確定通知

書（様式第１０号）により奨励指定事業所に通知するものとする。 

２ 前項の規定により交付確定額の通知を受けた奨励指定事業所は，補助金交付請求書（様式第１１号）

により，補助金等の交付を請求するものとする。 

３ 市長は前項の請求があったときは，その内容を確認の上，適当であると認めたときは，補助金交付請

求書を受理した日から３０日以内に補助金を交付するものとする。 

 （補助金等の返還） 

第１３条 市長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは，交付決定を取り消すことがで

きる。 

 （１） 不正行為により，指定を受けたとき。 

 （２） 市税又は市に対する使用料若しくは手数料を滞納したとき。 

 （３） 市長が付した条件又は指示に従わないとき。 



 （４） 事業推進にあたり，関係法令（条例を含む。）に違反したとき。 

 （５） その他市長において適当でないと認められたとき。 

２ 市長は，前項の規定により交付決定の取り消しを受けた企業等に対して，新規雇用創出補助金交付

取消通知書（様式第１２号）により，補助金を交付している場合には補助金の全部又は一部の返還を命

ずるものとする。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，本補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

事業名 事業内容 

クリエイティブ事業 Web制作・デジタルコンテンツ制作関連 システム関連・プログラミング関連 

CG・ゲーム・ソフト制作関連 デザイン・写真・イラスト関連 音楽・アート・

芸能関連 インテリア・設計関連 技術開発・製造加工関連（日本標準産業区

分大分類 Eを除く） 

その他市長が認めるクリエイティブ事業 

ＳＯＨＯ事業 インターネットサービス・eビジネス関連 出版・編集関連 マーケティング・

調査・企画関連 広告・広報関連 コンサルティング関連 教育・医療・福祉・

健康関連 販売・代理店関連 ショップ・流通・貿易関連 建設・環境関連 テ

レワーカー関連 

その他市長が認めるＳＯＨＯ事業 

 

別表第２（第７条関係） 

区分 関係書類 

共通 １ 事業所の概要を記載した書類 

２ 位置図・関係図面等 

３ その他市長が必要と認める書類 

改修費補助事業 １ 改修工事等の見積書の写し 

２ 改修前の現場写真 

賃借料補助事業 事業所等の賃貸借契約書の写し 

新規地元雇用補助金事業 従業員雇用計画書 

 

別表第３（第１１条関係） 

区分 提出時期 関係書類 

共通 各事業による １ 納期の到来した市税に未納の税額がないことを証明する納

税証明書（発行後３か月以内のもの） 

２ その他市長が必要と認める書類 

改修費補助事業 補助事業完了後 事業所改修に係る工事契約書，仕様書，完成写真及び領収書の写

し 

賃借料補助事業 操業１年経過後 事業所等の不動産資産（土地及び建物）の賃貸借契約書の写しと

支払が証明されるもの 

新規地元雇用奨

励事業 

操業１年経過後 新規地元雇用実績内訳一覧表（様式第９号），雇用契約及び住民

票など新規地元雇用者の雇用状況等が確認できる書類 

 

 


